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平成３１年度から、認定の目安となる収入額とその
収入額によって援助される費目が変わります。

＊上記はおおよその目安額です。世帯構成（人数や年齢）により
金額が異なります。
＊営業収入などの場合は上記に限らない場合もあります。

●申請受付期間
4月15日（月）～5月31日(金）
※上記期間を過ぎても申請はできますが、認定月が申込月となり、
　援助額は少なくなります。
●提 出 書 類
①就学援助申請書　②保護者名義の預金通帳の写し
③住民票謄本（マイナンバーなし）　　　　
④平成31年度所得（課税）証明書
　(所得額の他各控除額など全記載されているもの）
※③・④について、収入等世帯の情報を教育委員会が確認することに
同意する方は提出不要ですが、平成31年1月1日時点で西原町外に
住んでいた方は、④の書類が必要となります。6月１日以降、元居住
地から取り寄せて提出してください。
●提 出 先
◆西原町立小中学校に就学している児童生徒の保護者
　▶学校または教育委員会
◆西原町立小中学校以外の学校に就学している児童生徒の
　保護者  ▶教育委員会

＊西原町立小中学校以外の場合は、学校給食費・医療費以外の費
目になります。目安となる総収入額は上記認定世帯①の欄を参
考にしてください。

世帯
人数 世帯構成

2 人
3人
4人
5人
6人

190万円

250万円

300万円

360万円

450万円

230万円

320万円

380万円

450万円

550万円

親 1人・小学生 1人の場合
親 1人・中学生 1人・小学生 1人の場合
両親・中学生 1人・小学生 1人の場合
両親・中学生 1人・小学生 2人の場合
両親・中学生 2人・小学生 2人の場合

総収入額
認定世帯① 認定世帯②

※申請書は西原町ホームページからダウンロードするか、
　学校又は教育委員会でお受取りください。

お問い合わせ　教育委員会　☎945-3655

変更点 1 目安となる収入額。
同居している世帯全員の総収入額が対象です。

変更点 2 世帯の収入によって、
援助される費目が変わります。

平成31年度 就学援助のお知らせ平成31年度 就学援助のお知らせ

認定世帯①

認定世帯②

学用品費・通学用品費・新入学児童生徒通学用品費・
校外活動費・修学旅行費・学校給食費・医療費

学校給食費

児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額が変更されます
　平成31年4月分（平成31年8月振込分）からの手当額が平成30年度全国消費者物価指数の変動に伴い、
下記のとおり変更されます。

お問い合わせ 福祉部 こども課 子育て支援係 ☎945-5311

児童扶養手当
（月額）

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

42,500 円

42,490 円～ 10,030 円

10,040 円

10,030 円～ 5,020 円

6,020 円

6,010 円～ 3,010 円

51,700 円

34,430 円

42,910 円

42,900 円～ 10,120 円

10,140 円

10,130 円～ 5,070 円

6,080 円

6,070 円～ 3,040 円

52,200 円

34,770 円

平成 31年 8月

1 級

２級

変更前

平成 30年 4月分～平成 31年 3月分

変更後

平成 31年 4月分～

変更後最初の振込月

特別児童扶養
手当（月額）

第
１
子

第
２
子
第
３
子
以
降

国民年金保険料の免除・猶予をお忘れなく！
受付・問合せ　総務部 町民課 住民年金係 ☎945-5012・浦添年金事務所 国民年金課 ☎877-0343

4月から産前産後期間の
国民年金保険料が免除できます!

学生納付特例制度を知っていますか？

免除期間
　出産予定日または出産日が属ずる月の前月から
4か月間（双子などの場合は3か月前から6か月間）
の国民年金保険料が免除されます。
対象者
　国民年金の第1号被保険者で出産日が平成31
年2月１日以降の方
添付書類
▶出産前に届出を提出する場合 → 母子手帳など
▶出産後に届出を提出する場合
→出生届を役場へ提出済みの場合は不要
出産予定日の6か月前から届出ができます。

　学生納付特例制度は、学生の間の保険料を猶予し
社会人になってから納める制度です。申請には、アル
バイトなどで得た前年の所得などの審査があります。
対象者
大学（大学院）、短期大学、専門学校など各種学校に
通っている20歳以上の学生
（修業年数が1年以上の課程に限る）
必要なもの　学生証または在学証明書
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書・印
鑑（認印可）が必要になります。（同一世帯でない場合
は、委任状が必要です）
★学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に含ま
れます。ただし、年金額の計算には反映されません。
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